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○
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収
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果
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概

要
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表

（
農
総
研
水
田
農
業
研
究
所
）

五

○
普
通
肥
料
の
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査
結
果
の
公
表
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関

す
る
告
示

（

〃

）
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○
県
道
中
新
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開
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（
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）

八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
東
松
山
県
土
）

八

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置

の
指
定

（
秩
父
県
土
）

八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
行
田
県
土
）

九

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

九

埼玉県発行

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
七
十
三
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
死
亡
し
、
又
は
失
そ
う
」
及
び
「
死
亡
又
は
失
そ

そ
う

う
」
を
「
失
踪
」
に
、
「
届
け
出
義
務
者
」
を
「
届
出
義
務
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
免
許
の
取
消
し
を
申
請
す
る
」
を
「
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
申
請

を
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
は
、
法
第
八
条
の
二
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
に
限
る
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
届
出
書
に
免
許
証
を
添
え
て
、
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
四
項
中
「
第
九
条
前
段
」
を
「
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
き
、
第

三
号
に
あ
つ
て
は
法
第
八
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。）」に
改
め

る
。第

七
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
措
置
」
の
下
に
「
の
報
告
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
」
を
「
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

消
印
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

消
印
し
な
い
で
下
さ
い
。

第
一
号
様
式
中

を

に
、
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埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
中
央
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
感
性
の
教
室

三

代
表
者
の
氏
名

本
橋

潤
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
口
市
川
口
三
丁
目
二
番
一
―
六

〇
七
号
リ
プ
レ
川
口

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
た
ち
に
対
し
、
学

校
、
放
課
後
、
休
日
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
場
で
、

子
ど
も
た
ち
の
知
性
・
感
性
・
身
体
性
を
総

合
的
に
育
む
た
め
の
教
育
支
援
、
子
ど
も
の

教
育
に
関
す
る
調
査
研
究
、
学
習
教
材
の
開

発
、
教
育
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
並
び

に
教
育
関
係
者
を
は
じ
め
一
般
市
民
へ
の
教

育
に
関
す
る
提
言
や
講
習
会
な
ど
の
事
業
を

行
い
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
と
成
育
環
境

の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

１
後
見
開
始
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
て
い
ま
す
か
。

い
る
□

い
な
い
□

２
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免

許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

あ
る
□

な
い
□

取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
の
年
月
日

年
月

日
こ

３
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
又
は
建
築
に
関
し
罪
を

犯
し
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

あ
る
□

な
い
□

あ
る
と
き
は
そ
の
罰
及
び
刑

１
後
見
開
始
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
（
禁
治
産
又
は
準
禁
治
産

い
る
□

い
な
い
□

の
宣
告
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
み
な
さ
れ
ま
す
。）
を
受
け
て

い
ま
す
か
。

こ

２
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

あ
る
□

な
い
□

あ
る
と
き
は
そ
の
罪
及
び
刑

（
）

あ
る
と
き
は
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

年
月

日

る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日

３
建
築
士
法
の
規
定
に
違
反
し
て
、
又
は
建
築
物
の
建
築
に
関

あ
る
□

な
い
□

し
罪
を
犯
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

あ
る
と
き
は
そ
の
罪
及
び
刑

（
）

あ
る
と
き
は
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

年
月

日

る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日

４
建
築
士
法
第
９
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
１０
条
第
１
項
の

あ
る
□

な
い
□

規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の

免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

年
月

日

５
建
築
士
法
第
１０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の

あ
る
□

な
い
□

処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
中
に
建
築
士
法
第
９
条
第
１

項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

年
月

日
か
ら

停
止
の
期
間

年
月

日
ま
で

をに

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を

行
っ
た
時
期

成

果

の

名

称

調
査
を
行
っ
た
地
区

認
証
年
月
日

秩

父

市

平
成
十
七
年
度

平
成
十
八
年
度

地
籍
図

三
十
四
枚

地
籍
簿

一
冊

廿
六
木
向

平
成
十
九
年

八
月
十
四
日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
号

秩
父
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ワ
ル
ツ
（
Ｗ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ｚ
）

所
沢
市
日
吉
町
十
二
番
一
号

ロ

変
更
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
変
更
前
）
所
沢
駅
西
口
再
開
発
ビ
ル

（
変
更
後
）
ワ
ル
ツ
（
Ｗ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ｚ
）

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

（
変
更
前
）
二
万
五
千
三
百
二
平
方
メ
ー
ト
ル

（
変
更
後
）
二
万
五
千
三
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
変
更
前
）
西
武
鉄
道
西
口
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
七
時
三
十
分

（
変
更
後
）
西
武
鉄
道
西
口
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分

ハ

変
更
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
九
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
八
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
西
部
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ラ
ミ
ン
ゴ

三

代
表
者
の
氏
名

松
川

る
み
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
越
市
大
字
的
場
二
千
八
百
四
十

三
番
地
三
十
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
障
害

者
に
対
し
、
日
中
活
動
の
場
を
提
供
し
、
ま

た
そ
の
他
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
推
し

進
め
る
こ
と
な
ど
で
、
障
害
者
一
人
一
人
の

人
生
の
歩
み
が
、
そ
の
人
ら
し
く
い
き
い
き

と
し
た
も
の
で
あ
る
様
支
援
し
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

－３－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ノ
ジ
マ
所
沢
本
店

所
沢
市
大
字
山
口
字
梨
子
ノ
木
戸
七
百
八
十
八
番
地
の
二

外

ロ

変
更
の
概
要

設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
変
更

（
変
更
前
）

大
和
工
商
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

梶
本
六
夫

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

（
変
更
後
）

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

梶
本
六
夫

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

ハ

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
六
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
西
部
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

電
子
納
品
保
管
管
理
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
県
土
整
備
部
技
術
管
理
課
建
設
IT
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁

目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
６
月
２９
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
菱
電
機
株
式
会
社
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
２
丁
目
７
番
３
号

５
落
札
金
額

２６
，０４０
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
５
月
１１
日

－４－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
四
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
さ
い
た
ま
都
市

計
画
事
業
南
平
野
土
地
区
画
整
理
事
業
代
表
者

さ
い
た
ま
市
長
相
川
宗
一
か
ら
次
の
と
お
り
公

共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
三
級
、
四
級
基
準
点
測
量
及

び
出
来
形
確
認
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
八
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十

年
三
月
二
十
四
日
ま
で

三

作
業
地
域

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
南
平
野
土
地
区
画
整

理
事
業
地
内

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
五
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
さ
い
た
ま
都
市

計
画
事
業
江
川
土
地
区
画
整
理
事
業
代
表
者
さ

い
た
ま
市
長
相
川
宗
一
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
三
級
、
四
級
基
準
点
測
量
及

び
出
来
形
確
認
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
八
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十

年
三
月
二
十
四
日
ま
で

三

作
業
地
域

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
江
川
土
地
区
画
整
理

事
業
地
内

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
六
号

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お

り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

作
業
種
別

基
本
測
量
（
高
精
度
三
次
元
測
量
及
び
河

川
事
業
に
伴
う
水
準
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十

年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

作
業
地
域

高
精
度
三
次
元
測
量

さ
い
た
ま
市
、
越
谷
市
、
三
郷
市
、
吉
川

市
、
蕨
市
、
戸
田
市
及
び
北
�
飾
郡
松
伏
町

河
川
事
業
に
伴
う
水
準
測
量

加
須
市
、
北
�
飾
郡
栗
橋
町
、
北
埼
玉
郡

大
利
根
町
及
び
北
川
辺
町

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
所
沢

都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
た
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
四
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
七
月
に
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

林

繁

雄

－５－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



備
考

試
験

結
果

の
概

要
そ
の
他

の
検
査

（
水
分
）％

１３
．２

１４
．３

１１
．５

１１
．７

M
E

kcal/ ㎏
TD
N％

ペ
プ
シ
ン

消
化
率％

水
溶
性

窒
素％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素％

り
ん％

０
．５０
以
上

０
．５７

０
．２５
以
上

０
．３９

０
．５０
以
上

０
．５８

０
．４０
以
上

０
．５４

カルシウム％

０
．６０
以
上

０
．８２

０
．３５
以
上

０
．４１

０
．６０
以
上

０
．９５

０
．６０
以
上

０
．７８

粗
灰
分％

７
．０
以
下

４
．６

７
．０
以
下

３
．３

７
．０
以
下

５
．０

６
．０
以
下

４
．７

粗
繊
維％

３
．５
以
下

１
．６

４
．０
以
下

２
．２

３
．０
以
下

１
．６

３
．０
以
下

１
．５

粗
脂
肪％

３
．０
以
上

６
．４

２
．５
以
上

３
．２

５
．０
以
上

５
．４

４
．０
以
上

５
．１

粗
た
ん

白
質％

１８
．０
以
上

１８
．３

１４
．５
以
上

１４
．９

１８
．０
以
上

１８
．３

１８
．０
以
上

１８
．７

製
造

（
輸
入
）

年
・
月

１９
．７

１９
．６

１９
．７

１９
．７

飼
料
の
名
称

日
清
丸
紅
印
子
豚
用
人

工
乳
ア
タ
ッ
ク
フ
ー
ド

日
清
丸
紅
印
肉
豚
用
配

合
飼
料
エ
ー
ス
ス
タ
ー

マ
ル
ト
ほ
乳
期
子
豚
用

人
工
乳
ピ
ッ
グ
ウ
ェ
ル

マ
ル
ト
ほ
乳
期
子
豚
用

人
工
乳
パ
ー
ル
ミ
ル
ク

４

収
去
年
月
日

収
去

場
所

H１９
．７
．１８

有
限
会
社
タ
カ
ギ
物

流日
高
市
大
字
鹿
山

８５１
―３同

上

H１９
．７
．１９

豊
橋
飼
料
株
式
会
社

本
庄
ス
ト
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト
本
庄
市
小
島
１１１７

番
地

同
上

製
造
事
業
場
等
の
名
称

及
び

所
在

地

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
フ
ィ

ー
ド
鹿
島
工
場

茨
城
県
神
栖
市
東
深
芝
２

番
地
１１

日
清
丸
紅
飼
料
株
式
会
社

鹿
島
工
場

茨
城
県
神
栖
市
東
深
芝
２

番
地
５

豊
橋
飼
料
株
式
会
社
千
葉

工
場
千
葉
県
市
原
市
八
幡
海
岸

通
４４
番
地同

上

備
考

試
験

結
果

の
概

要

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

製
造

（
輸

入
）

年
・
月

１９
．７

１９
．７

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

マ
ル
ト
ほ
乳
期
子
豚
用
人
工
乳
ピ
ッ

グ
ウ
ェ
ル

マ
ル
ト
ほ
乳
期
子
豚
用
人
工
乳
パ
ー

ル
ミ
ル
ク
４

飼
料
又
は
飼
料

添
加
物
の
区
分

飼
料

飼
料

収
去

場
所

豊
橋
飼
料
株
式
会
社
本
庄

ス
ト
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

本
庄
市
小
島
１１１７

番
地

同
上

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

豊
橋
飼
料
株
式
会
社
千
葉
工

場千
葉
県
市
原
市
八
幡
海
岸
通

４４
番
地

同
上

１
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

（
注
）
１
飼
料
の
名
称
の
欄
中
の
「
� 規
」
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
上
段
に
表
示
成
分
量
、
下
段
に
分
析
結
果
を
示
し
、
備
考
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
し
て
過
不
足
が
あ
っ
た
場
合
当
該
成

分
の
過
不
足
量
（
絶
対
量
）
を
示
す
。

２
安
全
性
に
関
す
る
検
査

－６－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
五
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普

通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

林

繁

雄

備
考

検
査

の
概

要そ
の
他

検
査

保
証
票

の
検
査

分
析

検
査

指
摘
事
項

項
目

主
成
分
―
AL

主
成
分
―
AL

主
成
分
―
AL

主
成
分
―
AL

主
成
分
―
AL

主
成
分
―
AL

主
成
分
―
AL

肥
料
の
名
称

特
製
消
石
灰

最
上
特
選
消
石
灰

顆
粒
消
石
灰

ア
グ
リ
７２

６０
．０
消
石
灰

７２
菱
印
特
選
消
石
灰

７２
菱
印
特
選
顆
粒
消
石
灰

保
証
票
添
付
者

秩
父
石
灰
工
業
株
式
会
社

秩
父
石
灰
工
業
株
式
会
社

秩
父
石
灰
工
業
株
式
会
社

秩
父
石
灰
工
業
株
式
会
社

岩
水
石
灰
工
業
株
式
会
社

菱
光
石
灰
工
業
株
式
会
社

菱
光
石
灰
工
業
株
式
会
社

肥
料
の
種
類
等

消
石
灰

消
石
灰

消
石
灰

消
石
灰

消
石
灰

消
石
灰

消
石
灰

（
注
）
１
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称
の
欄
中
の
「
� 規
」
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
は
、
違
反
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
を
示
し
、
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
及
び
検
査
結
果
を
示
し
、
備
考
の
欄
に

違
反
の
内
容
を
示
す
。

平
成
１９
年
７
月
分

注
１
分
析
検
査
及
び
そ
の
他
検
査
の
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
及
び
混
合
し
た
試
料
１
点

に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

２
分
析
検
査
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

３
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

AL―
ア
ル
カ
リ
分

－７－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

堀

本

一

夫

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
七
月
十
九
日

第
一
九
〇
〇
四
八
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
八
月
十
日

第
一
九
〇
〇
七
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
福
田
字
円
正
寺

三
九
三
八
―
一
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
滑
川
町
大
字
福
田
三
九
三
八

小
久
保

辰
男

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長

須

加

和

隆

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

中
新
田
入
間
川
線

狭
山
市
大
字
青
柳
字
苗
間
一
五
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
青
柳
字
東

馬
知
屋
敷
四
三
六
番
一
地
先
ま
で

平
成
十
九
年
八
月
二
十
三
日
午

前
十
時

延
長
五
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
（
平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
付
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十
九
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
）

指
定
番
号

指

定

年

月

日

指

定

し

た

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
延
長

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

第

五

号

平
成
十
九
年
七
月
十
二
日

秩
父
郡
横
瀬
町
大
字
横
瀬
字
拾
弐
番
六
四
四
六
番

一

六
・
二
〇

八
〇
・
一
五

秩
父
市
荒
川
贄
川
一
九
〇
〇
番
地
三

株
式
会
社

丸
殖
住
建

代
表
取
締
役

浅
見
武
生

－８－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

四
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

並

木

孝

之

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
六
月
八
日

指
令
行
整
第
一
九
〇
〇
一
九
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
八
月
八
日
第
十
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
牛
重
字
上
前
九
〇

―
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
桜
田
三
丁
目
一
番
一
―

六
―
四
〇
二

黒
川

昇

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
十

四
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
五
月
九
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
〇
一
六
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
八
月
十
三
日

杉
整
第
六
八
三
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
逆
井
二
三
二
―
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
逆
井
二
三
三
番
地

濱
田

聡

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －９－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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